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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

法人又はパートナーシップの設立に伴う VAT 事業者登録に関する通達 

2020 年 4 月 17 日付で発行された付加価値税（以下「VAT」）に関する歳入局長通達第 234 号は、事業

開発局（以下「DBD」）において法人又はパートナーシップの設立登録を行う事業者が、VAT の課税対象となる

商品販売又は役務提供取引を行う予定である場合には、以下の要件を充足する場合に限り、タイ国歳入局に

代わって DBD において VAT 事業者登録を行うことを認める旨を規定しました。 

i. 事業者が、VAT の課税対象となる商品販売又は役務提供取引を行う予定である旨が概説された事業計画を

有すること 

ii. 事業者が、工場や事務所の建設又は機械装置の設置等の VAT の課税対象となる商品購入又は役務提供

取引を含む開業準備を開始していること 
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本通達によると、事業者は、VAT の課税対象となる事業を開始する 6 カ月前から DBD において VAT 事業者

登録を行うことが認められます。しかしながら、事業者が工場や事務所の建設、機械装置の設置又は同様の事

業準備活動に関する契約又は証憑を有する場合、本通達は、その建設、設置又は同様の事業準備活動が行

われた合理的な期間内において、事業者が VAT 事業者登録の申請を行うことを認めています。 

 

外貨機能通貨の計算に関する財務省通達 

タイ国修正歳入法第 50 号は、歳入局長官の承認の下でタイ国通貨以外の外国通貨を機能通貨として選定

している法人及びパートナーシップが、財務諸表に計上する通貨、資産、負債及びその他の項目の価額を計算す

る方法を明らかにしました。2020 年 3 月 21 日付で発行されたタイ国財務省通達第 393 号は、以下の規定を

明らかとしました。 

‒ 外国通貨を機能通貨として選定した会計期間又は外国機能通貨を変更した会計期間の前会計期間の

末日における通貨、資産、負債及びその他の項目の価額は、関連会計基準に従った上で、タイ国歳入法

第３節 Septem に基づいて会計監査人に承認を受けた方法によって換算替されること 

‒ 会計期間の末日に財務諸表に計上されている外国機能通貨以外の外貨建の通貨、資産及び負債の価

額は、以下に掲げるいずれかの方法及び換算レートに基づいて機能通貨に換算替されること 

i. タイ中央銀行により算定された商業銀行の買いレートと売りレートの平均 

ii. タイ中央銀行により算定された商業銀行の平均買いレート又は平均売りレート 

上記いずれの方法によっても換算替できない財務諸表の項目がある場合、法人及びパートナーシップは、歳入局

長官に当該特定の項目に対して異なる換算レートを使用する旨の承認を求めることができます。なお、一度換算

方法を選択すると、歳入局長官の事前承認を得ない限り変更することはできません。 

 

外貨をタイ国通貨に換算替する方法の明確化 

2020 年 4 月 14 日付にて、タイ国歳入局は、法人及びパートナシップ（商業銀行及び金融機関を除く）が会

計期間の末日において以下に掲げるいずれかの方法及び換算レートに基づいて外貨建の通貨、資産及び負債を

タイ国通貨に換算替しなければいけない旨を規定したタイ国修正歳入法第 50 条を明確化しました。 

i. タイ中央銀行により算定された商業銀行の買いレートと売りレートの平均（2019 年 1 月 1 日以降に開始する

会計期間から適用） 

ii. 通貨及び資産についてはタイ中央銀行により算定された商業銀行の平均買いレート、負債についてはタイ中央銀

行により算定された商業銀行の平均売りレート 
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iii. その他、タイ国財務省により規定されて官報に公告された会計基準を満たす方法又は換算レート 

 

法人及びパートナーシップは、歳入局長官の承認を得ることなく、換算替が求められる最初の会計期間から換算

方法を選択することが認められています。しかしながら、一度換算方法を選択すると、歳入局長官の事前承認を

得ない限り変更することはできません。（本項目は、2019 年 1 月 1 日以降に開始する会計期間から適用） 

 

バイオプラスチックの使用を奨励する税制措置 

2020 年 4 月 15 日付にて、生分解性プラスチック使用を奨励する税制措置が閣議決定されました。本税制措

置の適用により、歳入局長通達に従って購入された工業経済局検証済のバイオプラスチックの対価について 25%

の追加控除が認められます。本税制措置は、2019 年 1 月 1 日から 2021年 12 月 31 日までの期間内に支

払われた金額を対象として適用されます。 

 

国債から稼得される所得に対する法人税免税措置 

2020 年 4 月 15 日付にて、タイ国内において事業を行わない外国企業及びパートナーシップに対する法人税を

免除する旨の勅令案が閣議決定されました。当該免税措置は、タイ中央銀行又は金融機関開発基金により発

行される国債の利息に対して適用されます。 
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